
第42回 日本先進医療医師会　認定再生医療等委員会

日時 2019年12月16日 16：00～17：00
場所 品川プリンスホテル　N4会議室（東京都港区高輪4-10-30）

委員長 高田　章好 男 ② 有 出
副委員長 佐藤　明男 男 ① 無 出
委員 林　俊孝 男 ③ 無 出
委員 大友　香里 女 ② 無 出
委員 玉置　泰裕 男 ② 無 欠
委員 斎藤　全一郎 男 ④ 無 出
委員 渡部　みゆき 女 ④ 無 出
委員 西條　明日香 女 ④ 無 欠
 構成要件：

①再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者

②臨床医（現に診療に従事している医師）

③法律に関する専門家・人権・医療に係る業務経験者

④①～③以外の一般の立場の者

1. 審議事項

【結論】

【結論】

シェルビューティークリニック

議決不参加 なし

【議論の概要】高田委員長：はじめに1番。シェルビューティークリニックのPRP皮膚です。これは
11月に審査済ですけれども、加工施設番号が出たのを受けての再審査です。とくに問題がなければ
いかがですか。一同異議なし、全会一致で適切とした。

【議論の概要】【議論の概要】高田委員長：2番ヤナガワクリニック。これも新規ですけれども法
人成りなので、中身は変わってないですが新省令での申請です。委員の皆さんいかがでしょうか。
技術専門員の二見先生の評価書も参考にして、委員がそれぞれ項目別に内容を確認したところ、出
席委員より特に異見はなく、全会一致で承認した。

適切

二見洋

議決不参加 なし

適切

技術専門員

【新規】　　申請者 福岡志恩病院

議　事　録

【新規】   申請者 ヤナガワクリニック

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的
とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/18

事務局受領日・事前審査日 2019/10/15

再生医療等の名称 多血小板血漿を用いた皮膚再生治療

技術専門員 二見　洋

備考性別出席委員
当会との利

害関係
構成要件 出欠

【新規】   申請者

はじめに高田委員長より、厚生労働省令第110号、140号および当会審査業務規程第17条に充足して
おり、本委員会は成立要件を満たしていることの確認と報告があった。



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

2019/11/14

再生医療等の名称 多血小板血漿を用いた（PRP)頭髪治療
事務局受領日・事前審査日 2019/11/14

技術専門員 佐藤明男

【定期報告】　　申請者 目黒駅前アキクリニック
再生医療等の名称

【議論の概要】グラシアクリニックの多血小板血漿(PRP)の投与による頭髪改善治療の新規提供計
画申請です。佐藤先生からの評価書を参考に出席委員が様式1-2、添付書類順に申請書類を確認し
た。一同から特に異見はなく、当該計画内容は妥当と認め、全員一致で適切と決した。

適切

PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いたスポーツ外傷を含
む筋・腱・靱帯治療

事務局受領日・事前審査日
二見洋

2019/10/30

技術専門員 佐藤明男

【議論の概要】4番Dクリニック東京のPRPによる頭髪改善です。技術専門員の評価書を参考に審査
した。一同から特に異見はなく、全員一致で適切と決した。

適切

【新規】　　申請者 GRACIA clinic

【新規】　　申請者

【議論の概要】高田委員長：3番、福岡志恩病院のPRPのスポーツ外傷を含む筋・腱・靱帯治療で
す。技術専門員の横田先生の評価書も参考にして下さい。出席委員より特に異見はなく、一同異議
なしと発し、適切と決した。

適切

Dクリニック東京
再生医療等の名称 PRPの投与による頭髪改善

事務局受領日・事前審査日

技術専門員

再生医療等の名称

多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生治療
事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員
議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる軟部組織治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 まりもクリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

議決不参加 なし

技術専門員
議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人道心会　恵比寿皮膚科クリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】 適切

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

議決不参加 なし

多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療
事務局受領日・事前審査日 2019/11/17

なし議決不参加

【定期報告】　　申請者 医療法人一之会 男たちの美容外科 広島院

事務局受領日・事前審査日 2019/11/26

【定期報告】　　申請者

技術専門員

医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人一之会 男たちの美容外科 福岡院
再生医療等の名称

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人道心会　恵比寿皮膚科クリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人一之会 ドーズ美容外科 佐賀院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20
技術専門員
議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人一之会 男たちの美容外科 福岡院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/30

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

議決不参加 なし
技術専門員

事務局受領日・事前審査日 2019/11/30

技術専門員

再生医療等の名称

技術専門員
議決不参加 なし



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

事務局受領日・事前審査日 2019/11/30

技術専門員

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる頭髪改善治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人一之会 男たちの美容外科 広島院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による頭髪改善治療

【定期報告】　　申請者 医療法人一之会 ドーズ美容外科 佐賀院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による頭髪改善治療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/30

技術専門員

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる頭髪改善治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による頭髪改善治療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/30

技術専門員
議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる頭髪改善治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人一之会 男たちの美容外科 福岡院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による頭髪改善治療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/30

技術専門員

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる頭髪改善治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 みやた形成外科・皮ふクリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員
議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人　育心会　グランジョイクリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員
議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。委員から特に異論はなく、新省令が求める
報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 コムネクリニック

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。委員から特に異論はなく、新省
令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員
議決不参加 なし

技術専門員
議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人　凰麗会　東京銀座スキンケアクリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人　凰麗会　東京銀座スキンケアクリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員

【定期報告】　　申請者 医療法人愛美会　松林景一美容クリニック天神

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員
なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。委員から特に異論はなく、新省令が求める
報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

事務局受領日・事前審査日 2019/11/20

技術専門員
議決不参加 なし

【定期報告】　　申請者 医療法人　凰麗会　東京銀座スキンケアクリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

議決不参加

適切



【結論】

ザ　ニシキタクリニック　CHRIS

医療法人保医福会　一番街総合診療所

医療法人社団宮美会　東京美容皮膚科CLINIC

医療法人社団もくれん会　マグノリア皮膚科クリニック

医療法人社団YYS会　義澤皮膚科内科クリニック

医療法人財団　青輝会　アオハルクリニック

医療法人　育心会　グランジョイクリニック

医療法人　美彩会　グランクリニック

渋谷皮フ科医院

医療法人 ツツイ美容外科

医療法人生樹会　渡辺病院

医療法人生樹会　渡辺病院

目黒駅前アキクリニック

医療法人恵愛会 中村病院

医療法人社団 麻布ビューティークリニック

フォーシーズンズ美容皮膚科　2号院

フォーシーズンズ美容皮膚科　2号院

【変更】省令改正　申請者

医療法人 西島皮膚科医院

医療法人社団銀美会　銀座美容外科クリニック銀座院

クリントエグゼクリニック

適切

【議論の概要】委員長：省令改正による変更です。事前にチェックいただいていますので、こ
こおでは特に問題になる点がございましたら指摘願います。その結果、全件とも委員から特に
異論はなく、新省令が求める変更がなされているとし、全会一致で当該提供計画変更を妥当と
認め、適切と決した。

医療法人社団一信会　ティーアイクリニック

メディカルスキンケアYOUクリニック

ヴィンテージビューティークリニック横浜

ヴィンテージビューティークリニック横浜

医療法人社団　友輝会　銀座エルクリニック

医療法人社団宮美会　東京美容皮膚科CLINIC

医療法人社団イートス会　洗足整形・形成外科

医療法人社団YYS会　義澤皮膚科内科クリニック

まりもクリニック

医療法人社団緑生会　緑の森皮膚科クリニック

医療法人社団優成会クロスクリニック銀座

医療法人神明会　印どうメディカルクリニック

医療法人二昌会　クリニックビザリア

医療法人社団紘朗会　麻布皮フ科クリニック

医療法人社団紘朗会　麻布皮フ科クリニック



医療法人社団明徳会 十全記念病院

医療法人財団　神戸海星病院

医療法人桂名会 重工記念病院

アントラーズスポーツクリニック

医療法人社団一輝会　自由が丘MCクリニック

品川スキンクリニック　立川院

品川美容外科　池袋院

品川スキンクリニック　池袋院

品川美容外科　上野院

品川スキンクリニック　上野院

品川美容外科　新宿院

アクネスタジオ 東京渋谷

東京キャンサークリニック

東京キャンサークリニック

肩こり・腰の痛みクリニック 品川院

品川美容外科　札幌院

品川スキンクリニック　札幌院

品川美容外科　仙台院

品川スキンクリニック　宇都宮院

品川美容外科　大宮院

品川スキンクリニック　大宮院

品川スキンクリニック　品川本院

品川美容外科　品川本院

医療法人一之会 男たちの美容外科 広島院

医療法人一之会 ドーズ美容外科 佐賀院

医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院

医療法人一之会 男たちの美容外科 福岡院

医療法人一之会 男たちの美容外科 広島院

医療法人アールシー ルビーテッククリニックランドマークヨコハマ

医療法人光祐会　城本クリニック 富山院

医療法人光祐会 城本クリニック 金沢院

医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

医療法人社団 櫻海会　桜花クリニック

医療法人愛美会　松林景一美容クリニック天神

平田修人医院名古屋美容外科

医療法人道心会　恵比寿皮膚科クリニック

医療法人道心会　恵比寿内科クリニック

医療法人一之会 ドーズ美容外科 佐賀院

医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院

医療法人一之会 男たちの美容外科 福岡院



品川スキンクリニック　銀座院

品川美容外科　千葉院

品川スキンクリニック　千葉院

アクネスタジオ　横浜クリニック

品川スキンクリニック　新潟院

品川美容外科　静岡院

品川美容外科　銀座院

品川スキンクリニック　京都院

品川美容外科　梅田院

品川スキンクリニック　梅田院

アクネスタジオ　大阪梅田院

品川美容外科　渋谷院

品川スキンクリニック　表参道院

品川美容外科　横浜院

品川美容外科　心斎橋院

品川スキンクリニック　心斎橋院

品川スキンクリニック　神戸院

品川美容外科　岡山院

品川スキンクリニック　岡山院

品川スキンクリニック　広島院

品川美容外科　福岡院

品川スキンクリニック　福岡院

品川スキンクリニック　熊本院

品川スキンクリニック　鹿児島院

品川スキンクリニック　沖縄院


